
□ 旧耐震基準のマンション（昭和５６年５月３１日以前の建築確認）
・建築基準法が昭和56年に改正され、耐震基準が変更されています。
阪神・淡路大震災の被害状況からも、旧基準のマンションは、耐震
性が十分でない可能性があります。

□ 構造上のバランスが悪いマンション
● 平面または断面の形状が不整形なマンション
● 構造形式が混在するマンション

（上層階が鉄筋コンクリートで下層階が鉄骨鉄筋コンクリートなど）

● 細長い形状のマンション
● ピロティ形式のマンション

（１階部分に駐車場などがあり、壁が少なく主に柱で空間が構成されている）

建築構造上の耐震性が心配されるマンション建築構造上の耐震性が心配されるマンション

耐震性能を把握するため、耐震診断を実施しましょう。

□ 玄関ドアの開閉不能防止
□ 外廊下・バルコニー等の落下防止
□ 屋外鉄骨階段の倒壊防止
□ エレベーター内への閉じ込め・挟まれ防止
□ 外壁・内壁のタイル等落下防止
□ 窓ガラスの破損・落下防止
□ 給水設備の破断、転倒等の防止
□ 電気設備の露出・損傷の防止
□ 空調室外機の脱落・落下防止
□ 給湯設備の破断・転倒防止
□ 家具の転倒防止

建築構造以外でも耐震化は必要建築構造以外でも耐震化は必要

耐震診断は予想される大地震に対する安全性を評価・判断するものです。大規模な地震
に対して、建物が直ちに倒壊せずに、人が避難できるかどうかなどを確認できます。
まずはマンションの耐震性能を把握するため、耐震診断を実施しましょう。

なお、各区市町村で、耐震診断助成など支援制度を実施している場合もあるので確認し
ましょう。

耐震性が心配されるマンション
建物の耐震性能は、建物の強さと粘りに、建物形状と経年状況を考慮して評価されます。
鉄筋コンクリート造建物等の耐震性能は、Is値（構造耐震指標）という指標で表され、値が大きい

ほど耐震性が高くなります。
住まいの安心を確保するため、また、安全確保の対策のため、耐震診断により耐震性能を把握

しましょう。

Ｉｓ値 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性

Ｉｓ値が０．３未満の場合 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

Ｉｓ値が０．３以上 ０．６未満の場合 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

Ｉｓ値≧０．６※

地震動に対して必要な耐震性を確保している。
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耐震診断は、現地調査（予備調査）で建物等の概況を把握したうえで、外観、履歴、設計図書
等の内容を確認し、構造の耐震性の検討・評価を行い、耐震補強案及び概算工事費等を検討
します。

耐震診断の手順・内容耐震診断の手順・内容

※第二次・三次診断でＩｓ値≧0.6を判定の基準とし、第一次診断ではＩｓ値≧0.8を判定の基準とします。

Ｉｓ値が０．６以上の場合 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

予備調査
現地での目視調査、設計図書の内容の確認、建物修繕履歴等を確認し、
詳細診断の必要性の有無を判断

詳
細
診
断

第一次診断
・壁の多い建築物が対象

・柱・壁の断面積から構造耐震指標を評価

第二次診断
・主に柱・壁の破壊で耐震性能が決まる建築物

・柱・壁の断面積に加え、鉄筋の影響も考慮し、構造耐震性能を評価

第三次診断
・主に梁の破壊や壁の回転で耐震性が決まる建築物

・柱・壁（断面積・鉄筋）に加えて、梁の影響を考慮し、構造耐震指標を評価

簡易

精密

耐震診断の費用は、診断の内容、建物の規模、構造などによって異なります。また、設計図
書の有無等によっても大きく異なりますので、見積もりを取ることをお勧めします。
耐震診断費用の目安は、おおむね５００円／㎡～２，０００円／㎡程度です。

耐震診断の費用耐震診断の費用

マンションの耐震性能は

鉄骨ブレース補強フレーム架構補強

柱増打ち補強、鋼板巻き補強、繊維巻き補強

柱の補強

外部補強
東京都目黒区
昭和48年築

東京都世田谷区
昭和45年築

ピロティなども含め、開口部に鉄骨ブレースを
設置することで、耐力とねばり強さを向上させます。

鉄筋コンクリート造等の壁を設置することで、構造上のバランスを改善し、耐力を向上させます。

施工前 施工後壁の増設

開口部の補強

東京都武蔵野市
昭和51年築

東京都板橋区
昭和47年築

マンション耐震改修の方法（1）


